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平成３０年度長与町一般会計補正予算（第４号） 

 

 

 平成３０年度長与町の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７９９，８５２千円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１３，２５１，５９６千円とする。 

 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出 

予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

（債務負担行為の補正） 

第２条 既定の債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 

（地方債の補正） 
第３条 既定の地方債の変更及び追加は、「第３表 地方債補正」による。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

平成３０年１２月 ４日提出 
 

 

 

 

                 長与町長  吉  田  愼  一 
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第１表　歳入歳出予算補正

歳　入
（単位：千円）

　計　

 13 国庫支出金 1,709,226 85,157 1,794,383

　款　 　項　 　既　定　額　　補　正　額　

1,402,450

  2 国庫補助金 321,605 61,959 383,564

  1 国庫負担金 1,379,468 22,982

8,369

 14 県支出金 985,949 14,412 1,000,361

  3 委託金 8,153 216

725,870

  2 県補助金 205,309 △5,425 199,884

  1 県負担金 709,832 16,038

74,607

 16 寄附金 80,008 120,000 200,008

  3 委託金 70,808 3,799

200,008

 17 繰入金 833,139 △400 832,739

  1 寄附金 80,008 120,000

830,707

 18 繰越金 75,000 82,383 157,383

  2 基金繰入金 831,107 △400

157,383

 20 町債 952,727 498,300 1,451,027

  1 繰越金 75,000 82,383

1,451,027

　　歳入合計　　 12,451,744 799,852 13,251,596

  1 町債 952,727 498,300
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　計　

  1 議会費 138,457 1,310 139,767

　款　 　項　 　既　定　額　

歳　出
（単位：千円）

　補　正　額　

139,767

  2 総務費 1,325,814 104,978 1,430,792

  1 議会費 138,457 1,310

988,359

  2 徴税費 248,006 88,805 336,811

  1 総務管理費 974,878 13,481

73,791

  4 選挙費 13,825 5,536 19,361

  3 戸籍住民基本台帳費 76,635 △2,844

9,739

  3 民生費 4,982,849 20,943 5,003,792

  6 監査委員費 9,739 0

1,529,521

  2 児童福祉費 2,419,799 △15,679 2,404,120

  1 社会福祉費 1,497,318 32,203

1,070,151

  4 衛生費 1,067,589 △3,676 1,063,913

  3 老人福祉費 1,065,732 4,419

383,674

  2 清掃費 682,476 △2,737 679,739

  1 保健衛生費 384,613 △939

209,351

  1 農業費 204,208 5 204,213

  6 農林水産業費 209,346 5

1,595,631

  1 土木管理費 75,302 7,073 82,375

  8 土木費 1,589,041 6,590

  1 消防費 356,912 440

△483

357,352

1,187,089

  9 消防費 356,912 440 357,352

  5 都市計画費 1,187,572
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　　歳出合計　　 12,451,744 799,852 13,251,596

  6 社会教育費 294,721 △2,896 291,825

  7 保健体育費 227,463 2,000 229,463

  2 小学校費 253,148 462,373 715,521

  3 中学校費 248,072 204,308 452,380

 10 教育費 1,221,741 669,262 1,891,003

  1 教育総務費 148,899 3,477 152,376

（単位：千円）

　款　 　項　 　既　定　額　　補　正　額　 　計　
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５  
 

 
第２表 債務負担行為補正 

 

（追加） 

事    項 期  間 限   度   額 

 

 

長与町町制施行50周年記念 

町民自主企画事業補助金 

 

 

 

 自 平成３１年度 

 至 平成３１年度 

 

                千円 

  ４００ 

 

 

コンビニ交付システム開発 

業務委託料 

 

 

 

 自 平成３１年度 

 至 平成３１年度 

  

 

                 

    ２１，２８５ 

 長崎県 （以下「甲」という。） と 長

与町 （以下「乙」という。）は、平成３

０年５月１７日付借用証書により公益

社団法人長崎県林業公社が株式会

社日本政策金融公庫 （以下「丙」と

いう。）から借り入れた利用間伐推進

資金  

 金 ４５，０００，０００ 円也 につ

いて、丙が損失を受け、かつ平成３０

年５月１７日付株式会社日本政策金

融公庫資金損失補償契約証書によ

り、甲が丙に対しその損失を補償し

て損失を受けたときは、乙は甲に対

し、甲のその損失額の一部を補償す

る。 

 

 

 

自 平成３０年度 
至 平成４１年度 

平成３０年度において、公益社

団法人長崎県林業公社が丙より

借り入れた利用間伐推進資金に

ついて甲が丙との間になした損

失補償契約に基づく甲の損失額

に次の率を乗じた額。 

 

 

  利用間伐推進資金 

 金 ４５，０００，０００ 円也 に

ついては、 

   ２万分の６２ 
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６  
 

第３表  地方債補正 
 
（変 更） 

起債の目的 

補 正 前 補 正 後 

限度額 起債の方法 償還の方

法 

限度額 起債の方法 償還の方

法 利   率 利   率 

 
中学校施設

整備事業 

     千円 

 

72,700 

 

 
普通貸借 

又は 

証券発行 
 

 
政府、銀行 

その他資金

については

、その融資

条件による

。ただし、

町財政の都

合により、

据置期間及

び償還期限

を短縮し、

もしくは、

繰上償還又

は低利に借

換えること

ができる。 

      千円 

 

226,300 

 

 

 
普通貸借 

又は 

証券発行 
 

 
政府、銀行

その他資金

については

、その融資

条件による

。ただし、

町財政の都

合により、

据置期間及

び償還期限

を短縮し、

もしくは、

繰上償還又

は低利に借

換えること

ができる。 

年 ５．０ ％ 
 以内 

（ただし、利

率見直し方

式で借り入

れる政府資

金及び地方

公共団体金

融機構資金

について、利

率の見直し

を行った後

においては、

当該見直し

後の利率） 

年 ５．０ ％ 

 以内 

（ただし、利

率見直し方

式で借り入

れる政府資

金及び地方

公共団体金

融機構資金

について、利

率の見直し

を行った後

においては、

当該見直し

後の利率） 
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７  
 

（追 加） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

 

 

小学校施設整備 
事業 

       千円 

 

       344,700 

 
 
 
 

普通貸借 

又は 

証券発行 

 

年 ５．０％以内 

（ただし、利率見

直し方式で借り

入れる政府資金

及び地方公共団

体金融機構資金

について、利率の

見直しを行った

後においては、当

該見直し後の利

率） 

 

政府、銀行その他 
資金については、 
その融資条件によ 
る。ただし、町財 
政の都合により、 
据置期間及び償還 
期限を短縮し、も 
しくは、繰上償還 
又は低利に借換え 
ることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 









 



 

















 


































































